


別紙 
補 足 説 明 事 項 

1） 契約書作成の要否 
不要 

 
2） 入札の無効 

（1） 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 
（2） その他入札条件に違反した入札 
 

3） 契約手続きについて使用する言語及び通貨 
日本語及び日本国通貨 

 
4） 入札者に求められた義務 

入札者が作成した書類等は当研究所において審査し、採用し得ると判断した場合の
入札書のみを入札の対象とする。また、提出した資料について説明を求められた時は、
これに応じなければならない。 

 
5） 落札者の決定方法 

本仕様書を満足できると判断した場合の入札書のうち、予定価格の範囲内で最低価
格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。落札となるべき同価の入札を
した者が 2人以上あるときは、くじ引きによる抽選により落札者を決定する。 
入札は、契約の申込として取り扱う。 

 
6） 入札保証金及び契約保証金 

免除する 
 
7） 支払条件 

検査払い 
 
8） 必要書類 

入札には以下の書類を持参すること。 
（1） 入札書：3枚 
（2） 見積書：公益財団法人環境科学技術研究所 佐々木 昭吉 宛 

（入札書に記載する金額の内訳を記載すること。） 
（3） 見積書用紙：複数枚 

（「（2）見積書」の中で、値引き額及び値引き後合計額が記載されていないもの。
随意契約時に金額を記入のうえ提出すること。） 

（4） 質問書：原本 
（5） 委任状、その他これに準ずる書類：代理人（随意契約に関する権限も有すること）

をもって入札する場合に提出すること。 
 
9） 現場説明 

無し 
 
10）質問書 

（1） 提出期限：令和 8年 3月 13日(金)： 12時まで 
入札に参加を希望する者は、質問の有無に関わらず、電子メールにて質問
書を提出すること。 

（2） 回  答：令和 8年 3月 16日(月)13時～17時 
質問があった場合、上述の時間内に電子メールにて回答する。なお、回
答は、入札に参加を希望する者全てに一斉送信する。 

（3） 質問書の提出先 
総務部総務課契約係 山本 良亜樹 
E - M a i l ies_keiyaku@ies.or.jp 
T E L 0175-71-1215（直通） 

 
11）その他 

（1） 入札申込者心得書のとおり。 
（2） 契約名称、契約締結日、契約相手の商号又は名称・住所、契約金額を当研究所ホ

ームページに掲載する場合がある。 



入 札 書 

 

件 名：消火設備等定期点検 

 

金 額： 円 

消費税： 円 

合 計： 円 

 

上記金額により契約条項を承認のうえ入札いたします。 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人環境科学技術研究所 

総務部長  佐々木 昭吉 殿 

 

住 所  

会社名  

代表者                印 

代理人                印 



令和  年  月  日 

 

質 問 書 

 

 

公益財団法人環境科学技術研究所 

  総務部長  佐々木 昭吉 殿 

 

住 所  

会社名  

代表者               印 

  

 

 

 

入札件名：消火設備等定期点検 

 

 

 

    【質問事項】 

 ・ 

 

 



令和  年  月  日 

 

委 任 状 

 

 

 

公益財団法人環境科学技術研究所 

  総務部長  佐々木 昭吉 殿 

 

住 所  

会社名  

代表者               印 

 

 

 

 

私は、下記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。 

 

受 任 者 住所 

 所属 

 氏名 

 

 

委任事項  以下の入札並びに見積に関する一切の事項 

・消火設備等定期点検 

 

 

 

受任者使用印鑑 

 

 



 

 

令和 8 年度 

 

 

消火設備等定期点検 

 

 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 環境科学技術研究所 
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１．目的・概要 

本仕様書は、公益財団法人 環境科学技術研究所（以下「当研究所」という。）の

消火設備等定期点検に関するものである。 

当研究所の各施設に設置されている消火設備等において、故障の発生を未然に防止

するとともに、初期性能を維持し常に正常に機能できるよう、消防法等に基づき点検

を行うことを目的とする。 

 

２．点検範囲及び点検内容 

（1）対象施設 

① 本所 

・本館 

・低線量生物影響実験棟 

・生態系実験施設 

・生態系研究施設 

・全天候型人工気象実験施設 

② 先端分子生物科学研究センター 

・先端分子生物科学研究センター 

※ 上記各施設における消火設備等の詳細は、「消火設備等一覧表」（別紙１）

に示すとおりとする。 

（2）点検内容 

「消火設備等一覧表」（別紙１）に示す消火設備等について、総合点検（1 回/年・

上期）及び機器点検（1回/年・下期）を行う。なお、総合点検時には、機器点検を

含むものとし、総合点検が該当しない設備等については、機器点検のみ行うことと

する。 

① 総合点検 

消火設備等の全部もしくは一部を作動させ、また使用することにより、総合的

な機能を消火設備等の種類等に応じて確認する。 

② 機器点検 

消火設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判別できる

事項を、消火設備等の種類等に応じて確認する。また、消火設備等の機能につい

て、外観から、または簡易な操作により判別できる事項を消火設備等の種類等に

応じて確認する。 
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（3）部品交換 

   本館誘導灯交換 

① 本体 C級 パナソニック製 FA10312C LE1 1台 

② 表示板 避難口 パナソニック製  FK10300 1台 

③ リニューアルプレート パナソニック製 FK11747C 1台 

 

３． 実施場所 

公益財団法人 環境科学技術研究所 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前 1番 7  本所 

青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢 2番 121 先端分子生物科学研究センター  

 

４．実施期間 

令和 8年 4月 1日までから令和 9年 3月 31日まで 

 

５．提出書類 

・責任者届            １部   契約後速やかに 

・工程表          １部   契約後速やかに 

・点検報告書        １部   作業終了後速やかに 

・当研究所が必要とする書類 必要部数 随時 

 

６．検収 

本仕様書に定めるところに従い、作業が確実に実施されたことの確認並びに提出書

類の確認をもって検収とする。 

 

７．支給品等 

（1）支給品 

・電気、水道、通信費 

・消火器 

・その他当研究所が必要と認めたもの 

 

（2）貸与品 

・各種点検治具（RI及び SPF管理区域で使用する治具に限る） 

・その他当研究所が必要と認めたもの 
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８．特記事項 

（1）受注者は作業実施にあたって、法令上、監督官庁等への届出が必要となる場合は、

届出に関する手続き等を含め適宜提出を行うものとする。 

（2）受注者は、放射線管理区域及び動物管理区域内の作業に当たっては、区域への入

退域方法及び区域内の作業制限等に関して、事前に当研究所より注意事項等を確認

し、作業することとする。 

（3）受注者は、支給品である消火器 39本の交換作業及び消火器の処分を実施すること

とする。 

（4）放射線管理区域内の作業に当たっては、「放射線管理関係法令の遵守義務」（別紙 2）

を適用するものとする。 

（5）点検作業によって不良品等の交換を必要とする場合は、当研究所と協議すること

とする。なお、部品交換を実施する場合（軽微な補修作業を含む。）、その都度別途、

当研究所と協議し、請求することができる。 

（6）全天候型人工気象実験施設 大型人工気象棟内の高所設置場所（8箇所 約 15m）

の火災報知器については、特殊点検治具等を準備し点検すること。なお、当区域（8

箇所 約 15m）の点検場所は、高所作業車の立ち入りはできない。 

 

９．その他 

（1）受注者は、労働基準法その他関係法令上の責任及び作業従事者の健康、安全、規

律、及び風紀の維持に関する全ての責任を負うものとする。 

（2）受注者は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」、「動物の愛護及び管理に関す

る法律」等関係法令及び当研究所が定める「放射線障害予防規程」等各種規定・要

領を遵守するものとする。 

（3）本作業遂行中に作業従事者が被った災害については、当研究所側の原因により生

じた災害を除き当研究所は責任を負わないものとする。 

（4）受注者は、当研究所が伝染病の疾病（新型コロナウイルス感染症、インフルエン

ザ等）に対する対策を目的として対処方針等を定めた場合には、これに協力するも

のとする。 

（5）その他、作業遂行に必要で本仕様書に定めのない事項が発生した場合は、当研究

所と受注者間で協議し、合意のもとに実施するものとする。 

 

以上 

 



消火設備等一覧表　〔本所　総合・機器点検〕
別　紙１
（1/6）

本館
生態系実
験施設 陸水圏

試料処理
棟（2）

試料処理
棟（1）

生態系研
究施設 低線量 全天候 合計 備考

受信機(ｐ-1級) 1 1 1 1 4

受信機(ｐ-2級) 1 1

受信機(R型) 1 1

表示機 1 1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
（差動式）

69 51 55 5 17 197

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
（定温型）

22 18 2 6 11 37 96 ※2

煙感知器
(ｽﾎﾟｯﾄ型光電式)

21 71 14 4 37 87 234 ※3（7）

煙感知器
(分離型光電式)

1 1 ※3（1）

差動式分布型感知器
（空気管式）

3 3

地区音響装置 13 10 4 2 3 17 49

表示灯 9 9 3 2 2 15 40

発信機 9 9 3 2 2 15 40

非常用電源
（蓄電池）

1 1 1 1 1 1 6

配線 1 1 1 1 1 1 6

誘導灯 21 29 11 14 48 123

配線 1 1 1 1 1 5

誘導標識 5 5 7 3 20

粉末加圧式10型 26 28 8 1 2 9 22 49 145

粉末加圧式20型 4 1 5

粉末加圧式50型 1 1

粉末加圧式100型 1 1

加圧送水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾓｰﾀ)

1 1 2

呼び水装置　※1 1 1 2

ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 1 1 2

消火栓（１号） 8 3 12 23

放水試験 1 1 1 3

配線 1 1 1 3

防火扉（戸） 4 4

排煙口 3 3

排煙機
（スターデルタ）

1 1

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（SFD） 10 19 29

※1 屋内消火栓設備の呼び水装置の水は交換、清掃すること。
※2 生態系のうち、6個が日本フェンオール社製。
※3 （　）については、全天候型人工気象実験施設大型人工気象棟　高所設置場所数。

点検区分

自
動
火
災
報
知
設
備

誘
導
灯

設
備

消
火
器

屋
内
消
火
栓
設
備

防
火
設
備



消火設備等一覧表　〔本所　機器点検〕
別　紙１
（2/6）

本館
生態系実
験施設

陸水
圏

試料処理
棟（2）

試料処理
棟（1）

生態系研
究施設

低線
量

全天
候

合計 備考

受信機(ｐ-1級) 1 1 1 1 4

受信機(ｐ-2級) 1 1

受信機(R型) 1 1

表示機 1 1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
（差動式）

69 51 55 5 17 197

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
（定温型）

22 18 2 6 11 37 96 ※2

煙感知器
(ｽﾎﾟｯﾄ型光電式)

21 71 14 4 37 87 234 ※3（7）

煙感知器
(分離型光電式)

1 1 ※3（1）

差動式分布型感知器
（空気管式）

3 3

地区音響装置 13 10 4 2 3 17 49

表示灯 9 9 3 2 2 15 40

発信機 9 9 3 2 2 15 40

非常用電源
（蓄電池）

1 1 1 1 1 1 6

誘導灯 21 29 11 14 48 123

誘導標識 5 5 7 3 20

粉末加圧式10型 26 28 8 1 2 9 22 49 145

粉末加圧式20型 4 1 5

粉末加圧式50型 1 1

粉末加圧式100型 1 1

加圧送水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾓｰﾀ)

1 1 2

呼び水装置　※1 1 1 2

ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 1 1 2

消火栓（１号） 8 3 12 23

防火扉（戸） 4 4

排煙口 3 3

排煙機
（スターデルタ）

1 1

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（SFD） 10 19 29

※1 屋内消火栓設備の呼び水装置の水は交換、清掃すること。

※2 生態系のうち、6個が日本フェンオール社製。

※3 （　）については、全天候型人工気象実験施設大型人工気象棟　高所設置場所数。

点検区分

自
動
火
災
報
知
設
備

誘
導
灯

設
備

消
火
器

屋
内
消
火
栓
設
備

防
火
設
備



消火設備等一覧表　〔先端分子　総合・機器点検〕
別　紙１
（3/6）

第1
危険物
倉庫棟

有機処
理棟

排水処
理棟

第2 合計 備考

受信機(R型) 1 1 2

表示機 1 1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
（差動式）

10 3 1 14

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
（定温型）

149 2 33 184

煙感知器
(ｽﾎﾟｯﾄ型光電式)

306 1 69 376

地区音響装置 53 4 57

地区音響装置（ブザー） 7 7

表示灯 8 2 10

発信機 8 2 10

非常用電源
（蓄電池）

1 1 2

配線 1 1 1 1 1 5

誘導灯 83 21 104

配線 1 1 2

誘導標識 1 1

粉末加圧式10型 46 6 1 1 13 67

粉末加圧式50型 1 1 2

加圧送水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾓｰﾀ)

1 1 2

呼び水装置　※1 1 1 2

ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 1 1 2

屋内　消火栓（1号） 8 2 10

屋外　防火水槽 1 1 約40ｍ３

屋外　消火栓（ｽﾀﾝﾄﾞ型） 1 1

屋外　消火栓（箱型） 2 1 3

放水試験 1 2 3

配線 1 1 2

防火扉（戸） 4 4 8

排煙口 4 4

排煙機（スターデルタ） 1 1

※1 屋内消火栓設備の呼び水装置の水は交換、清掃すること。

点検区分

誘
導
灯
設
備

消
火
器

自
動
火
災
報
知
設
備

消
火
栓
設
備

防
火
設
備



消火設備等一覧表　〔先端分子　総合・機器点検〕
別　紙１
（4/6）

第1
危険物
倉庫棟

有機処
理棟

排水処
理棟

第2 合計 備考

二酸化炭素容器 6 6

容器弁開放装置･電磁式 1 1

起動用小容器 1 1

起動用操作函 1 1

ｽﾋﾟｰｶｰ 1 1

操作盤 1 1

音声盤 1 1

表示盤 1 1

放出表示灯 3 3

圧力ｽｲｯﾁ 1 1

噴射ﾍｯﾄﾞ 2 2

ﾋﾟｽﾄﾝﾚﾘｰｻﾞ 2 2

放出試験　※1 1 1

配線点検 1 1

※1　放出試験に用いる放出用ガス（窒素ガス）は請負者が用意するものとする。

点検区分

Ｃ
Ｏ
２
消
火
設
備



消火設備等一覧表　〔先端分子　機器点検〕
別　紙１
（5/6）

第1
危険物
倉庫棟

有機処
理棟

排水処
理棟

第2 合計 備考

受信機(R型) 1 1 2

表示機 1 1

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
（差動式）

10 3 1 14

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
（定温型）

149 2 33 184

煙感知器
(ｽﾎﾟｯﾄ型光電式)

306 1 69 376

地区音響装置 53 4 57

地区音響装置（ブザー） 7 7

表示灯 8 2 10

発信機 8 2 10

非常用電源
（蓄電池）

1 1 2

誘導灯 83 21 104

誘導標識 1 1

粉末加圧式10型 46 6 1 1 13 67

粉末加圧式50型 1 1 2

加圧送水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾓｰﾀ)

1 1 2

呼び水装置　※1 1 1 2

ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 1 1 2

屋内　消火栓（1号） 8 2 10

屋外　防火水槽 1 1 約40ｍ３

屋外　消火栓（ｽﾀﾝﾄﾞ型） 1 1

屋外　消火栓（箱型） 2 1 3

防火扉（戸） 4 4 8

排煙口 4 4

排煙機（スターデルタ） 1 1

※1 屋内消火栓設備の呼び水装置の水は交換、清掃すること。

点検区分
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動
火
災
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消火設備等一覧表　〔先端分子　機器点検〕
別　紙１
（6/6）

第1
危険物
倉庫棟

有機処
理棟

排水処
理棟

第2 合計 備考

二酸化炭素容器 6 6

容器弁開放装置･電磁式 1 1

起動用小容器 1 1

起動用操作函 1 1

ｽﾋﾟｰｶｰ 1 1

操作盤 1 1

音声盤 1 1

表示盤 1 1

放出表示灯 3 3

圧力ｽｲｯﾁ 1 1

噴射ﾍｯﾄﾞ 2 2

ﾋﾟｽﾄﾝﾚﾘｰｻﾞ 2 2

点検区分

Ｃ
Ｏ
２
消
火
設
備
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別紙 2 

放射線管理関係法令の遵守義務 

 

1.目的 

仕様書本文中に記載する請負業務に係る放射線管理区域内の作業（以下「管理区域内

作業」という。）を、安全かつ的確に実施するため、｢労働安全衛生法｣等に基づき、請負者が

遵守しなければならない放射線管理上の必要事項を定めるものである。 

 

 

2.適用範囲 

当研究所の放射線障害予防規程（以下「予防規程」という。）に規定する、「放射線業務従

事者」又は「一時立入者」として管理区域内作業を行う請負者に適用する。 

 

 

3.放射線管理の基本事項 

1) 請負者は、放射線業務従事者に係る電離放射線障害防止規則（以下「電離則」という。）

に基づく被ばく線量に係る管理、電離放射線健康診断（以下「電離健診」という。）に係る

管理を行うこと。 

2) 請負者は、労働基準法及び労働安全衛生法並びに労働者災害補償保険法、加えて電

離則等の関係法令を遵守すること。 

3) 請負者は、当研究所が規定する予防規程、事故対策規定及び地震対応要領等の諸規

則を遵守すること。 

4) 請負者は、管理区域内の作業開始の手続きは、「放射線業務従事者」又は「一時立入

者」の申請を行い、当研究所の許可を受けること。 

5) 請負者は、当研究所が行う安全確保及び被ばく低減に関しての指導･助言を尊重するこ

と。 

6) 放射線業務従事者の内部被ばくに係る評価は、当研究所が行う。 

 

 

4.保安管理 

請負者は、作業安全及び放射線管理要領並びに個人被ばくの一元的管理を確実かつ円

滑に実施するため、管理体制の整備に努めること。 

 

4.1放射線業務従事者に係る管理 
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4.1.1 管理体制 

1) 請負者は、管理区域内作業を円滑かつ安全に遂行するため、放射線作業責任者を

選任し、『放射線作業責任者届（様式：技放 3-1）』を２部提出すること。 

2) 放射線作業責任者の選任は、原則として管理区域内作業に従事する者の中から選任

すること。 

3) 放射線作業責任者は、下記の事項を統括すること。 

①安全管理の徹底 

②作業内容、作業手順及び作業環境の把握 

③当研究所との連絡及び調整 

④その他、放射線管理上必要な事項等 

 

4.1.2 放射線業務従事者に係る放射線管理 

1) 当研究所が実施する内部被ばくに係る評価については、原則として翌月の休日を除

いた月初めに実施し、当該記録を請負者へ通知するものとする。なお、当該記録が記

録レベル未満であり請負者が必要としない場合は通知を省略できるものとする。 

2) 請負者は、「放射線業務従事者」に対し、放射性同位元素等規制法に基づく教育訓

練（予防規程を除く。）を初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後

にあっては 1年を超えない期間ごとに実施し、その実施記録（様式：技放 3-2-1又は技

放 3-2-2）を提出すること。 

3) 請負者は、放射線業務従事者について電離則第 56条に基づく電離健診の実施等を

行うこと。 

4) 請負者は、電離則の規定に基づき、放射線業務従事者の被ばく線量の測定（内部被

ばくを除く）、記録及び通知を行うこと。 

5) 請負者は、当研究所が実施する予防規程等に基づく保安教育について、当該放射

線業務従事者を受講させること。 

 

4.1.3放射線業務従事者の手続き 

請負者は、管理区域内の作業に従事する者について、予防規程に規定する放射線業

務従事者の指定登録及び指定解除に係る以下の手続き等を行うものとする。 

 

1) 放射線業務従事者の指定登録にあたっての準備 

①放射線被ばく経歴の調査 

被ばく線量登録管理制度に基づく放射線管理手帳又はＲＩ被ばく線量登録管理

制度に基づく経歴照会回答票等を用いて被ばく歴の確認を行うこと。 
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②電離健診の実施 

電離則第 56条に基づく電離健診を受診させること。 

③個人線量計の取得 

外部被ばく線量測定のための個人線量計を準備すること。なお、管理区域に指

定され、かつ、Specific Pathogen Free（SPF）管理がなされている箇所で使用する個

人線量計については、防水性、耐薬品性（酸化エチレンガス、アルコール）、耐高

温性を有した所定のもの相当品とすること。 

 

2) 放射線業務従事者の指定登録の申請 

『放射線業務従事者指定申請書（様式：技放 1-1-1又は技放 2-1）』に所定事項

を記入の上、「電離放射線健康診断個人票（労働省令様式第１号の２）の写し」及び

「放射線管理手帳の写し又は経歴照会回答票の写し」等を添付し、提出すること。 

 

3) 放射線業務従事者の指定解除 

放射線業務従事者が管理区域内作業を終了する際は、『放射線業務従事者解除

届（様式：技放 1-5-1又は技放 2-5）』に所定事項を記入の上、提出すること。 

 

4.1.4放射線業務従事者の個人管理 

請負者は、放射線業務従事者の指定登録を開始してから指定解除するまでの期間（以

下「指定期間」という。）について、以下の管理を行うものとする。 

 

1) 外部被ばく線量の測定等 

①放射線業務従事者の外部被ばく線量の測定については、個人線量計により実効線

量及び等価線量の測定を行い、当該測定結果の写しを提出すること。 

②個人線量計の測定対象期間は、原則として一箇月（毎月１日～末日）単位とし、指

定期間が月を跨がず、かつ、一箇月に満たない短期間の場合は当該指定期間単

位とすること。 

③電離則第 8条及び第 9条に基づいた被ばく線量の測定、記録、保存及び通知を行

うこと。 

 

2) 定期的な電離健診の実施 

放射線業務従事者の指定期間中における定期の電離健診を実施し、「電離放射線

健康診断個人票（労働省令様式第１号の２）の写し」を提出すること。 
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3) 個人管理 

請負者は、当研究所が実施する内部被ばく線量評価の結果及び上記 1）の被ばく

線量の測定結果に従い、被ばく線量登録管理制度に基づく個人管理に努めること。 

 

4.2一時立入者に係る放射線管理 

管理区域内に一時的に立ち入って業務を実施する請負者は、予防規程に規定する一時

的な立ち入りに係る以下の手続き等を行うものとする。 

 

1）管理区域への一時的な立ち入り 

管理区域内に一時的に立ち入って業務を実施する際は、当該施設、設備及び機器

について十分な知識を有した放射線業務従事者の随行のもとに行うものとする。 

 

2）一時立入の申請 

『管理区域一時立入申請書／許可書（様式：技放 1-2-1、技放 1-2-2、技放 2-2）』

に所定事項を記入の上、提出すること。 

 

3）立入前教育について 

当研究所が実施する管理区域への立ち入りに関する注意事項等の説明を受けると

ともに、当該事項を遵守すること。 

 

4）外部被ばく線量の測定 

外部被ばく線量の測定は、当研究所のポケット線量計等の個人被ばく測定器により

行い、当該測定結果に計画外の被ばくが無いことを確認すること。 

ただし、一時立入者が複数で、かつ、同一行動となるような場合は代表者のみの測

定とすることができる。 

 

 

4.3特定の区域立ち入りに係る本人の信頼性確認 

一部の区域への立ち入りに際し、当研究所の随行無く立ち入りを行う者については、

運転免許証、パスポート、個人番号カード等の公的機関が発行した顔写真付きの書

類、又は住民票記載事項証明書、健康保険証等の 2種類以上の公的書類（以下「運

転免許証等」という。）の原本の写しを提出し、事前に当研究所の承認を受けるもの

とする。 

なお、当該区域への立ち入りに際して当研究所の随行の下に立ち入りを行う者は、

その立ち入りの前に運転免許証等を提示し確認を受けるものとする。 
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5.提出書類一覧 

No 書類件名 提出頻度等 部数 様式等 

1 放射線作業責任者届 

原則として 

作業開始の 

2 週間前まで 

2部 技放 3—1 

2 

新規教育記録 

（初めて管理区域に立ち入る

前） 

原則として 

指定申請書と 

合わせて提出 

1部 

技放 3—2-1 

年次教育記録 

（管理区域に立ち入った後にあ

っては 1年を超えない期間毎

に） 

実施後速やかに

（指定登録を継

続している者 

のみ） 

技放 3—2-2 

3 

電離放射線健康診断個人票 

の写し（指定前） 

原則として 

指定申請書と 

合わせて提出 

1部 

労働省令様式第１号の 2 

電離放射線健康診断個人票 

の写し（定期） 
速やかに 1部 

4 放射線業務従事者指定申請書 

原則として 

作業開始の 

2 週間前まで 

1部 

本所側 技放 1-1-1 

AMBIC側 技放 2-1 

5 
管理区域一時立入申請書 

／許可書 

原則として 

立入開始の 

1 週間前まで 

1部 

低線量棟 技放 1-2-1 

全天候 技放 1-2-2 

AMBIC 技放 2-2 

6 放射線業務従事者指定解除届 

作業の終了が明

確になったとき又

は作業が終了し

たとき、速やかに 

1部 

本所側 技放 1-5-1 

AMBIC側 技放 2-5 

7 

放射線管理手帳の「 

A.個人識別項目、 

E.被ばく前歴、 

G.被ばく歴および原子力等

施設での従事者指定・解除

（当該年度分）」の写し又は 

経歴照会回答票等の写し 

原則として 

作業開始の 

2 週間前まで 

1部            

8 個人線量計測定結果の写し 速やかに 1部            
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９ 

運転免許証等（運転免許証、

パスポート、個人番号カード等

の公的機関が発行した顔写真

付きの書類又は住民票記載事

項証明書、健康保険証等の 2

種類以上の公的書類）の原本

の写し 

当研究所が 

必要とする場合

（原則として 

作業開始の 

2 週間前まで） 

1部            

注 1) 提出書類の No.1～6に係る様式については、別途支給する。 

注 2) 提出書類の No.1～3については、必要項目等を満たしている場合は支給様式に限ら

ない。 

注 3) 提出書類の作成にあたっては、その都度最新の様式か確認を経て作成すること。 

※提出書類については、個人情報の保護に留意し当研究所の安全管理及び関係法令に

より必要とされる業務のため、当研究所及び当該業務を委託する会社が利用いたし

ます。また、当該目的以外で使用することはありません。 




